
（仮称）北⻯町総合学習複合交流センター設⽴準備委員会
第２回 会議次第

日時：令和７年１２月１９日（金）15：00～
場所：北竜町公民館 大ホール

資料２

１ 開会

２ 議題
① 第１回会議の振り返り
② これまでの経過とコンセプト（案）について
③ プランの変更について
④ 視察の報告について
⑤ 今後のスケジュールについて
⑥ その他

３ 事務局からの連絡

４ 閉会



① これまでの経過とコンセプト（案）について

p.1

北⻯町⽴義務教育学校基本構想 R7.9 北⻯町ロゴデザイン
・コンセプト

北⻯町学校等複合施設基本計画 R7.3北⻯町学校教育基本⽅針 R7.3

プランのコンセプト・基本的な考え⽅

⽂部科学省 「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り⽅について」 R4.3
新しい時代の学びを実現する学校施設の姿（ビジョン）
Schools for the Future  「未来思考」で実空間の価値を捉え直し、学校施設全体を学びの場として創造する
「未来思考」の視点
①学校は、教室と廊下それ以外の諸室で構成されているものという固定観念から脱し、学校施設全体を学びの場として捉え直す。廊下も、階段も、体育館 も、

校庭も、あらゆる空間が学びの場であり、教育の場、表現する場、⼼を育む場になる。
②教室環境について、単⼀的な機能・特定の教科等に捉われず、横断的な学び、多⽬的な活動に柔軟に対応していく視点（柔軟性）をもつ。
③紙と⿊板中⼼の学びから、１⼈１台端末を⽂房具として活⽤し多様な学びが展開されていくように、学校施設も、画⼀的・固定的な姿から脱し、時代の 変

化、社会的な課題に対応していく視点（可変性）をもつ。
④どのような学びを実現したいか、そのためにどんな学び舎を創るか、それをどう⽣かすか、関係者が、新しい時代の学び舎づくりのビジョン・⽬標を共有する。

教育環境とまちづくりの連携によって、⼦育て世代にとって
魅⼒的なまちとなり、移住定住の促進、さらに地域の発
展へとつなげるため、今後の学校教育をはじめとした教育
環境づくりの指針として策定。

北⻯町学校施設⻑寿命化計画、北⻯町公共施設再
配置計画に基づき、学校等施設の機能や諸室配置など
学校等複合施設の整備に向けた具体的⽅針を定める計
画として策定

上記の各種⽅針・計画を踏まえて、義務教育学
校の整備の⽅向性、整備⽅針を策定。

「コンセプト・基本的な考え⽅」︓（仮称）北⻯町総合学習複合交流センター・義務教育学校づくりを進めていく上で、拠り所となるブレない軸・羅針盤であり、10年後、20
年後を⾒据えながら、何のために、どのような学校・交流施設を作るかという「⽬指す⽅向性」



p.2

参考︓⽂部科学省 「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り⽅について」

① これまでの経過とコンセプト（案）について
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参考︓⽂部科学省 「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り⽅について」

新しい時代の学びを実現する空間イメージ例（未来思考の視点を含む）

資料︓⽂部科学省 「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り⽅について」

① これまでの経過とコンセプト（案）について
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参考︓北⻯町学校教育基本⽅針 R7.3 

４．小中一貫教育の推進に係る基本方針

５. 推進体制と運営体制

(１) 義務教育学校の採用

(２) 教育課程上の区分の見直し

(３) 専科教育の推進

(４) 複数学年での合同授業や活動の実施

(５) 学校や地域の特性を生かした学習内容の検討

２．学校教育の基本理念

めざす子ども像

①心豊かな子ども

個性・多様性を認め合い、支え

合う子

意欲的に学び、よく考える子

自分・他者・地域を愛する子

②たくましく生きる子ども

•時代の変化を生き抜く力を持つ子

•良く働き、その大切さを知る子

•仲間と共に鍛え合う子

③夢を大切にしてチャレンジする子ども

•主体的に行動し挑戦する子

•目標を持ち最後までやり抜く子

•失敗を恐れず、経験から学ぶ子

子どもたちがそれぞれの夢や目標
の実現に向けて、生きる力を育み、
個性と多様性を尊重しながら、未
来に向かって羽ばたくことができ
るように、学校教育環境の充実に
努め、地域とともにある学校づく
りを推進する

学校教育の基本理念

今後、小中一貫教育をはじめ、新しい学校づくり
を進めていくにあたって、学校と教育委員会、学校
と地域住民、学校と家庭の役割分担と連携が重要と
なります。

学校教育中心の行政になりがちであった教育委員
会についても、学校のみならず、家庭や地域社会に
おける教育に関する条件の整備・充実や、これら相
互の連携を推進することが大きな役割となります。

地域に開かれた学校づくりを進め、下記に示すよ
うな学校、教育委員会、地域住民、家庭が連携でき
る推進・運営体制を整えます。

地域への情報提供や意見把握、交流の機会づくり
などにも積極的に取り組み、地域みんなで子どもを
育てる北竜町の教育環境をつくります。

３．学校教育の重点方針・具体的な施策

①子どもたちが新しい時

代を生き抜くために

必要な資質や能力を

育む特色ある教育の

推進

②地域みんなで子どもの

多様性を受け入れ、

子どもの社会性を育

む

③「ひまわりのまち北

竜」への愛着と社

会に貢献する力を

育む

④ 子どもたちが安心

して通える環境と

教職員が働きやす

い環境の整備

① 小中一貫教育の推進

② 確かな学力の育成

③ 豊かな心の醸成

④ 健康な体の育成

① 地域の交流拠点・子ども
の居場所づくり

② コミュニティ・スクール
の推進

③ 特別支援教育の充実

④ 生涯学習の充実

① 学校と社会教育連携の推進

② 郷土学の推進

③ キャリア教育の推進

① GIGAスクール構想の実現に
向けたICT環境の充実・人
材の確保

② 教職員の働き方改革の推進

③ 通学等の移動手段の確保

重点方針 具体的な施策

① これまでの経過とコンセプト（案）について
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参考︓北⻯町学校等複合施設基本計画 R7.3 

３．目指すべき施設のあり方・基本方針

①多目的複合交流施設の整
備による学校を核とした
「地域づくりの拠点」

②学習環境の高機能化・多
機能化した北竜町独自の学
校教育を推進する「学びの
場」

③生涯学習やコミュニティ
の拠点となる「まちの居
場所」

・学校と公民館、改善セン
ターを複合化し、子どもか
ら高齢者まで、気軽に集ま
れる場所、来やすい場所と
なる身近で日常的に活用可
能な施設とします。

・「学校教育の場」と「社会
教育の場」を複合化し、児
童・生徒と地域住民との交
流できる機会を創出するこ
とで、子どもたちへの多様
な学習機会の創出、地域交
流の活発化やコミュニティ
の強化を促進し、学校を核
とした地域づくりの拠点の
形成を目指します。

・町の財政にとっても、各諸
室の相互利用によって効果
的・効率的な施設整備とし、
面積・事業費を削減します。

・地域全体で子どもたちの学
びや成長を支える基盤とす
るとともに、学校と社会教
育事業等の連携による北竜
町独自の学校教育を推進す
る「学びの場」として整備
します。

・デジタル技術の導入を推進
し、時代に合わせた学習環
境の高機能化を図ります。

・地域住民との連携強化を図
り、学校外の教育機会の創
出や学習支援の拡充を行い
ます。

・専門性のある人材や地域住
民との連携によって学校運
営の支援につなげます。

・子ども達が安心して遊べる
環境や放課後に立ち寄りた
くなる場、サークル・団体
等での活動や生涯学習等の
活動の場の整備を通して地
域のコミュニティの拠点と
なり、本施設が子ども達を
はじめ、町民にとって家庭
や学校以外の居場所＝サー
ドプレイスとなることを目
指します。

・施設から離れた場所に住む
人も利用しやすいよう、バ
ス等の待合場所の確保や、
地域公共交通と連携したア
クセス手段について検討し
ます。

「北竜町公共施設再配置計画」で示す方針等を踏まえて、目指すべき施設のあり方・基本方針を次の
通りとします。

５．配置計画

本施設を構成する義務教育学校及び図書館・公民館
の機能の複合化にあたっては、図書館・公民館で整備
する多目的ホール・会議室、図書館と、義務教育学校
で整備する特別教室（多目的室・調理室等）の相互利
用と、改善センターの体育館と義務教育学校のサブア
リーナの相互利用を図り、地域交流の活発化やコミュ
ニティの強化、効率的な施設整備の実現を目指します。

複合化の考え方

① これまでの経過とコンセプト（案）について
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参考︓北⻯町⽴義務教育学校基本構想 R7.9

義務教育学校施設の整備⽅針

1.⼦どもたちの学習環境について
(1)主体的で意欲的な活動を⽀援し、学び合いを引

き出す施設
(2)知的探究型の授業、対話的な学びなど、多様な

学習形態を可能とする施設

2.⼦どもたちの⽣活環境について
(1)児童⽣徒⼀⼈ひとりを尊重し、明るく清潔で、や

すらぎのある施設
(2)児童⽣徒の居場所があり、安⼼して健やかに成

⻑できる施設
(3)異年齢が交流し、社会性を育む施設

3.職員の労働環境について
(1)教員の創意⼯夫も引き出せる、働きやすく管理

がしやすい施設

4.学校施設の地域貢献について
(1)⾃然災害にも屈しない、誰もが使いやすい安全

でユニバーサルな施設
(2)周辺環境等への配慮と、将来を⾒据えた、柔

軟でバランスの取れた施設

5.地域と共に成⻑する仕組みについて
(1)地域に開かれ、地域の核となり、地域の⼈材も

輝くことのできる施設

6.町⺠が誇りを感じられる学校づくりについて
(1)⾃然や伝統など多様な価値観に触れながら、

⾃尊⼼と郷⼟愛を育む施設

① これまでの経過とコンセプト（案）について
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北竜町の四季がさまざまな“色”を見せるように、子ども

たちもそれぞれ豊かな個性をもっています。

ひまわりが太陽の光を受けて力強く育つように、その個性

が輝き、新しい学びが広がる“みんなの学び舎”をめざし

ます。

仲間との対話・学び、多世代との交流、地域の自然や文化

に触れる体験が日常となり、子どもたちの知的好奇心や挑

戦する力を育みます。

子どもも大人も互いに支え合いながら、9年間の学びを積

み重ね、未来へ踏み出す力を育てます。そして、地域みん

なでその成長を支え、まちの未来をともに咲かせていく
――それが「未来を咲かそう みんなの学び舎」です。

未来を咲かそう
みんなの学び舎

（仮称）北⻯町総合学習複合交流センター・義務教育学校づくりのコンセプト（案）

① これまでの経過とコンセプト（案）について



② プランの変更について

p.8

■ 配置図（案）

・施設整備費を削減するために、義務教育学校及び図書室の施設の床⾯積を削減（基本計画︓8,787㎡→現在︓案１が6,107㎡、案２が6,029㎡）。
・以下に⽰す２案をベースに、検討を進めています。

案１ 案２

〜 案１の特徴 〜
• 義務教育学校の機能がまとまっており、教員・児童ともに移動しやすい。
• 義務教育学校内に、⼦ども同⼠の交流スペースを複数（広場２か所及

びだべるスペース）を設置できる。
• 本の森を窓側に⾯しておらず、公園エリアとの連続性が薄い

〜 案２の特徴 〜
• 本の森を窓側に配置できるため、公園エリアとの連続性が⽣まれるとともに、

明るく開放的な図書室を整備できる。
• 建物を横⻑に配置することで、義務教育学校内の「ひだまり広場」を広くと

ることができる。※広場の設置個所は１か所となる。
• サブアリーナと、⾳楽室が教室からやや離れており、動線が⻑くなる。

案１：11月10日時点での検討案
案２：12月 9日時点での検討案



② プランの変更について
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案１ （配置図）
下記の案１は、参考案として、11月10日時点の検討案を示したものです。

案１



案１ （平⾯図）

p.10
② プランの変更について

下記の案１は、参考案として、11月10日時点の検討案を示したものです。



② プランの変更について

p.11

案２ （配置図）

下記の案２は、12月9日時点の検討案です。
12月19日の検討委員会では、最新案（案３）をご提示いたします。



案２ （平⾯図）

② プランの変更について

p.12
下記の案２は、12月9日時点の検討案です。
12月19日の検討委員会では、最新案（案３）をご提示いたします。



② プランの変更について

p.13

案３ （配置図）
案３は、只今、検討中であり、12月19日の検討委員会でご提示いたします。



案３ （平⾯図）

② プランの変更について

p.14

案３は、只今、検討中であり、12月19日の検討委員会でご提示いたします。
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■ 整備または利⽤イメージ

〜 児童の教室（イメージ） 〜

② プランの変更について

• 児童の教室の壁を、ホワイ
トボード付きロッカー等の可
動式の壁とすることで、柔
軟な空間を⽣み出すことが
できる。

（出典︓⽂科省HP） （出典︓⽂科省HP）

京都教育⼤学附属桃⼭⼩学校（京都府 京都市 伏⾒区）

市⽴⽥中北⼩学校（千葉県 柏市）

• 教室内は、3⾯ホワイトボー
ドを想定。ホワイトボードの
背⾯は掲⽰板として活⽤で
きるコルクボードを想定。
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② プランの変更について

〜 だんだん広場（案１のみ）（イメージ） 〜

（出典︓奈義町HP）
（出典︓奈義町教育委員会HP）

• 階段の段差とオープンスペー
スを活⽤し、校内での発表や
授業として利⽤できる。

町⽴奈義中学校（岡⼭県勝⽥郡奈義町）

〜 ひだまり広場（案２のみ）（イメージ） 〜

市⽴⾚平中学校（北海道⾚平市） （左︓１階、右︓２階の様⼦）
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② プランの変更について

〜 ついつい広場（案１）またはひだまり広場（案２） （イメージ） 〜

• 階段の段差とオープンスペースを活
⽤し、校内での発表や授業として
利⽤できる。

市⽴⽥中北⼩学校（千葉県柏市）

〜 展⽰ストリート（案１のみ）（イメージ） 〜

廊下の横のくぼみ部分がベンチになっている 有機的な形状のベンチ 向かい合っておしゃべりができる空間

市⽴想⻘学園（広島県福⼭市）
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② プランの変更について

〜 トイレ （イメージ） 〜

市⽴⾹芝東中学校（奈良県⾹芝市）

廊下に⾯した⼊り⼝を1つにし、外からどのトイレに⼊ったかがわからないようにしている

市⽴⽥中北⼩学校（千葉県柏市）
トイレエリア前の⼿洗い場① トイレエリア前の⼿洗い場②
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② プランの変更について

〜学びの庭＆学習ひろば（案１のみ）（イメージ）〜

町⽴奈義中学校（岡⼭県勝⽥郡奈義町）

〜 図書館（イメージ） 〜

町⽴早来学園（北海道安平町）

せんとぴゅあⅡ（北海道東川町）
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【共⽤利⽤（調理室）のイメージ】
時刻
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朝
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休
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4
校
時

給
⾷

清
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休
憩

5
校
時

休
憩

6
校
時

帰
り
の
会

中学校
朝
読
書

朝
の
学
活

学
習
準
備

1
校
時

学
習
準
備

2
校
時

学
習
準
備

3
校
時

学
習
準
備

4
校
時

給
⾷

昼
休
み

学
習
準
備

5
校
時

学
習
準
備

6
校
時

清
掃

帰
り
の
学
活

⽉ ⼩５（⼩５ひまわり） 中３年 中１年

⽕ 中２年

⽔

⽊ 例︓男の料理教室 ⼩５（⼩５ひまわり）・⼩６（⼩６つくし）

⾦ ⼩６（⼩６つくし）

【共⽤諸室の利⽤イメージ】
町⺠児童・⽣徒利⽤可能時間
随時利⽤随時利⽤09:00〜21:00

（貸出は〜18:00まで）
本の森

事前予約の上利⽤授業・学校活動は事前予約の上利⽤09:00〜21:00みんなのホール
事前予約の上利⽤（学校利⽤優先）授業・学校活動は事前予約の上利⽤09:00〜21:00多⽬的室
事前予約の上利⽤（学校利⽤優先）授業・学校活動は事前予約の上利⽤09:00〜21:00調理室
事前予約の上利⽤授業・学校活動は事前予約の上利⽤09:00〜21:00会議室

② プランの変更について



学校

学校 本の森

教員の管理下にあるとき

教員の管理下にないとき
（放課後、⼟⽇・祝⽇、⻑期休暇等）

児童・⽣徒

児童・⽣徒

児童・⽣徒

町⺠

児童
⽣徒

町⺠

上下⾜の履き替え
について

多⽬的室・調理室 本の森

町⺠

町⺠利⽤中

学校利⽤中

町⺠町⺠

児童・⽣徒児童・⽣徒

児童・⽣徒

上⾜ 上⾜・下⾜の混在

予約者のみ利⽤可

p.21

【セキュリティのイメージ】
② プランの変更について

施錠ドア（カードキー︖ 顔認証︖）
※具体的な施錠⽅法は検討中



③ 視察の報告について
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■ 秋⽥県 五城⽬町⽴ 五城⽬⼩学校

⼈⼝ 7,814⼈(R7.1.1)
児童数 223⼈（R7.4.1）
学級数 12クラス（うち特別⽀援学級2クラス）
・当時8校あった⼩学校は2015年に町⽴五城⽬⼩学校だけとなった
・令和2年度（2020年度）に新校舎でスタート

⽔⽥が広がる町 530年の歴史がある朝市 地図、写真とも五城⽬町HPより

運動公園の敷地に建設五城⽬⼩学校
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■ 秋⽥県 五城⽬町⽴ 五城⽬⼩学校

1.学校教育と社会教育との連携の取組（スクールトークの実践）
●⼦どもを中⼼に据えた教育改⾰を進め、閉ざされた教室から開かれた学びへ転換すること。
●学校教育と社会教育を連携させ、地域全体で⼦どもの成⻑を⽀える仕組みを構築する。

・スクールトークは、単なる会議ではなく、学校づくりや教育改⾰の⽅向性を決めるための協働的な対話の場。

・学校の⽅向性を決めるための話し合い学校を新しく作る前に「スクールトーク」を実施し、どんな学びの場にするかを関係者で議論。

・⼦ども主体の学びを実現するためのアイデア出し「対⾯型授業から脱却」「⼦どもが主体的に学ぶ環境づくり」をテーマに、教員や地域と意⾒交換。

・固定された机やロッカーをなくし、⾃由に学べる空間設計の提案。

・ICT活⽤の⽅向性を共有タブレットやクラウドを使った協働学習、個別最適化の仕組みをどう導⼊するかを話し合う。

・ICTを活⽤した「楽しく学べる授業」や「⼦どもの意⾒を可視化する⽅法」を検討。

・地域と学校の連携を強化し、コミュニティスクールや地域資源を活かした学びをどう組み込むか。

・教育留学やリモート学習など、学校外での学びを出席扱いにする仕組みを議論。

●⼦どもが 「楽しく学び、主体的に関わる」 環境を整え、学びの質を⾼めることを⽬指す。
・教室環境の⼯夫固定された机やロッカーをなくし、⾃由に座れる「フリーアドレス化」。

・ワークホールやオープンスペースを活⽤し、学びの場を広げる。学びのスタイルの転換、対⾯型授業から脱却し、グループ学習やペア学習を組み合わせる。

・⼦どもが「退屈しない」「発表の順番が回ってくる」ように、役割を持たせる。

・コミュニティとの連携地域資源を活かした探究学習や、教育留学（地域での学びを出席扱いにする仕組み）。

・保護者や地域住⺠が学校運営や学びに関わるコミュニティスクール活動。

・学びの意欲を⾼める仕掛け⼦どもが「楽しい」と感じる課題設定（例︓探究型学習、プロジェクト型学習）。ICTを使った個別最適化と協働学習の両⽴。)

学校の特徴
PTAが主体となって始まったワークショップをきっかけに教育委員会が対話の場を数多く主催し、町全体に発信。
そこから⽣まれた建築コンセプト「越える学校」を合⾔葉に学校づくりを進め、さらには新しい⼩学校と周辺エリアを拠点
とした世代を越えた学びの活動へと継承。

③ 視察の報告について
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■ 秋⽥県 五城⽬町⽴ 五城⽬⼩学校

2. 取組内容と設計上の⼯夫
•学習形態の改⾰
・対⾯型・⼀⻫授業から脱却し、グループ学習や協働学習を導⼊。 → ⼦ども同⼠が教え合い、発表し合う場を増やす。

•学校空間の再設計
・教室だけでなく、廊下や屋外も学びの場にする。 → 多様な学びの空間を設計段階から意識。

•地域との協働
・社会教育担当者や地域団体と連携し、0歳から18歳までのライフステージを⾒据えた⽀援を展開。 → 保育園・学童・学校をつなぐ仕組みづくり。

•情報共有と課題解決
・教育委員会・学校・地域が課題を共有し、役割を分担しながら、全体を調整・連携して進めるコーディネート型の協働を推進。

•「⼦ども中⼼」の視点を徹底
・⿊板の前に教卓を置かず、⼦どもが学びの中⼼になる配置に変更。

•学びの楽しさを保証する仕掛け
・発表の順番をランダムにするなど、⼦どもが常に学びに参加できる⼯夫。

•地域資源の活⽤
・地域の専⾨家や団体を巻き込み、学校外の学びを充実させる。

•設計段階から教育理念を反映
・新校舎の設計に「多様な学びの場」を組み込み、固定化された机やロッカーを排除。

③ 視察の報告について
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奥が普通教室、手前がワークホール（開校前）

階段教室

ワークホール（現状）

地域図書室

メディアセンター

③ 視察の報告について

トイレ内で楽しく
会話できる

工夫
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「五城⽬みんなの学校」 〜０歳から100歳以上まで通える学びの場〜

③ 視察の報告について

木曜（階段教室）：13:45～

日曜（階段教室）：15:00～

夏休み、金曜（家庭科室）：11:00～

火曜（家庭科室）：13:45～金曜（地域図書室）：18:30～

水曜（体育館）：13:45～夏休み、土曜（図工室）：11:00～

火曜（階段教室）：13:45～



令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度

(仮称)ほくりゅう学園

真⻯⼩学校

北⻯中学校

公⺠館・図書館・郷⼟資料館

農村環境改善センター

広場・外構

学校名の決定

学校に関する事項
(校歌・校章・制服・きまり等)

移転計画

施設整備

計画策定

学校教育

社会教育

実施設計

建設

移
転

（仮称）ほくりゅう学園の開校

解体

基本設計

改修？

供⽤

改修？

学校経営計画の策定

教育課程の策定

施設運営計画の策定

第７次社会教育中期計画 第８次社会教育中期計画

学校名の決定
開
校
式

新教育課程の開始

検討スケジュー
ルの検討・決定

学校に関する事
項の検討・決定

検討スケジュー
ルの検討・決定

移転計画の検討・決定

閉
校
式

申請
等

解体

解体

グラウ
ンド・
外構

④ 今後のスケジュールについて
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 施設整備にあたりZEB等の補助を活⽤を検討しており、活⽤の際は⼯事の着⼯時期が年度中盤となるため、（仮
称）ほくりゅう学園の開校は令和11年度の中盤に後ろ倒しとなる。

 図書館部分は義務教育学校と⼀体で整備するため、これまでの段階整備から⼀括整備へ変更。


